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問い合わせ先問い合わせ先
こども未来課こども未来課
こども政策・給付担当こども政策・給付担当
（５８４）１１２６（５８４）１１２６
F（５８４）１１１５F（５８４）１１１５
　1016273　1016273

　
こ
ど
も
や
若
者
の
健
や
か
な
成
長
へ

の
支
援
、
子
育
て
中
の
家
庭
に
対
す
る

支
援
、
少
子
化
対
策
、
貧
困
対
策
な
ど
、

幅
広
い
こ
ど
も
に
関
す
る
施
策
・
事
業

を
取
り
ま
と
め
た
計
画
で
す
。

　
令
和
５
年
４
月
に
施
行
さ
れ
た「
こ
ど

も
基
本
法
」に
よ
り
、
国
の
こ
ど
も
大
綱

と
都
道
府
県
の
こ
ど
も
計
画
を
踏
ま
え
、

市
町
村
に
お
い
て
も
、
こ
ど
も
計
画
を

定
め
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

春
日
市
こ
ど
も
計
画

　
市
は
、
令
和
７
年
３
月
の
福
岡
県
こ

ど
も
計
画
の
策
定
を
受
け
、
令
和
８
年

3
月
に
春
日
市
こ
ど
も
計
画
を
策
定
し

ま
し
た
。

対
象
年
齢　
計
画
に
お
け
る「
こ
ど
も
」

と
は
、
同
法
の
定
義
に
合
わ
せ「
心
身

の
発
達
過
程
に
あ
る
者
」（
お
お
む
ね

30
歳
ま
で
を
想
定
）と
し
ま
す
。

計
画
期
間　
令
和
８
年
４
月
～
同
12
年

３
月（
４
年
間
）

　

同
法
で
は
、
計
画
策
定
に
当
た
り
、

対
象
と
な
る「
こ
ど
も
・
若
者
の
意
見
」

を
反
映
し
て
い
く
必
要
性
が
示
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
こ
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た

ち
で
意
見
を
集
め
ま
し
た
。

●
令
和
７
年
６
月

　
小
学
４
年
生
か
ら
30
代
ま
で
を
対
象

　
に
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施

●
令
和
７
年
９
～
10
月

▷

小
学
生
か
ら
20
代
ま
で
を
対
象
に
、

　
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
意
見
を
聴
取

▷

児
童
セ
ン
タ
ー
、
小
・
中
学
校
、
春

　
日
高
等
学
校
、
福
岡
女
学
院
大
学
で

　
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
を
開
催

こ
ど
も
計
画
と
は

こ
ど
も
・
若
者
の
意
見
反
映

寄せられた意見と市の対応の例

こどもの権利を知っていますかこどもの権利を知っていますか

1

2

3

4

5

基 本 理 念

基 本目標

寄り添い 分かち合い こどもすくすく みんなにこにこ
～ こどもの輝き 子育ての喜びがあふれるまち かすが ～

こどもの権利を保障する

こどもと親が共に成長し、自立する

支援を要するこどもや家庭をみんなで支える

地域の人々と家庭が共に寄り添う

多様なくらし方に合わせた環境をつくる

こどもにどんな権利があるのか分からない。

身近なところで子育ての楽しさを伝える場を作ると良いと思う。

事件に巻き込まれないよう、安全な暮らしができるといい。

気軽に相談ができる環境を整えてほしい。

意見

意見

意見

意見

こどもたちを対象とした、こどもの権利に関する知
識の普及・啓発に取り組みます。

こどもたちに乳幼児などとの交流の場を提供し、命
の大切さや子育てについての学びを支援します。

こどもや若者が困り事や悩み事を相談しやすい環境
を整えます。本人の主体性を尊重しながら、必要な
助言や支援などを行います。

学校や自治会などと連携し、地域ぐるみでこどもの安全を守る
ための活動を促進します。こどもの安全が脅かされる情報（不
審者情報など）は、速やかに情報提供するよう努めます。

対応

対応

対応

対応

こども計画の内容や、こども・若者の意見に対するフィード
バックなど、詳しくは市ウェブサイトを見てください。

　こどものことを、権利を持つ一人の人間として社会全体で受け止めます。こどもの意見や社会への参
加を大切にし、不当な扱いから守ることで、こどもの権利を保障します。

　親が子育てと向き合えるよう支えながら、親子の心と体の健康を守ります。また、こどもの育ちや学び
を支え、その健やかな成長と将来への希望を育む社会をつくります。

　困り事を抱えるこどもやその家庭が孤立しないよう見守りながら、きめ細かく支援することで、こども
たちが安心して学び、毎日を過ごせる環境を整えます。

　地域全体でこどもの事件や事故を防ぎ、子育て家庭が孤立しないように支えることで、安心して子育て
できるまちづくりを進めます。

　家庭のさまざまな事情や考え方に対応するため、社会全体が協力して、安心して子育てできる環境を
つくります。

衣食住が保障され、
病気などから命が守
られる権利

心や身体を傷つける
暴力から守られる権
利

勉強や遊びを通し、そ
れぞれ能力を伸ばし
て成長する権利

自分の意見を自由に
言う、話を聞いてもら
える権利

　全てのこどもが幸せに健やかに成長していくために、生まれながらに持っている権利であり、次の
「４つの柱」で表されます。

生きる権利

守られる権利

育つ権利

参加する権利
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